
知多北部広域連合選挙管理委員会告示第６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６

条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項、第８６条第１項並びに第２９１条の６

第１項及び第２項の規定による直接請求をする場合の署名を必要とする選挙権を有す

る者の数は、次のとおりである。 

 

  令和７年１２月８日 

 

 知多北部広域連合選挙管理委員会  

委員長  稗 田 とし惠      

 

 

１ 条例の制定若しくは改廃又は監査を請求するために必要な数（選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数） 

                             ５，４９６人 

２ 議会の解散、長の解職、主要公務員の解職又は広域連合の規約の変更の要請を請

求するために必要な数（選挙権を有する者の総数の３分の１の数） 

                            ９１，５８６人 

３ 議会の議員の解職を請求するために必要な数（当該議員を選挙した議会が置かれ

ている市町の区域における選挙権を有する者の総数の３分の１の数） 

            当該議員を選挙した議会     請求するために 

            が置かれている市町       必要な数 

              東 海 市         ３０，６８８人 

              大 府 市         ２４，５６１人 

              知 多 市         ２２，８６９人 

              東 浦 町         １３，４６９人 

 


